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は
じ
め
に

平
安
中
期
以
降
、
朝
廷
実
務
官
人
が
、
同
一
官
職
を
世
襲
す
る
傾
向
を
強
く
す
る

こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、「
以
所
帯
職
譲
○
○
」
や

「
父
譲
」
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
は
史
料
を
見
て
み
よ
う
（〈 

〉
内
は

割
書
、
以
下
同
じ
）。

卅
日
、
除
目
入
眼
也
、・
・
・（
中
略
）・
・
・

大
夫
史
祐
俊
宿
禰
以
二
大
夫
史
一
譲
二
息
男
盛
仲
一
尻
付
〈
父
譲
〉、
造
酒
正
宗
政

以
二
件
職
一
譲
二
息
男
宗
兼
一
〈
無
二
尻
付
一
〉、
件
二
人
共
五
位
也
、
而
皆
共
父
譲

也
、
一
人
ハ
有
二
尻
付
一
、
一
人
ハ
無
二
尻
付
一
、
如
何
、
有
レ
故
歟
、
可
二
尋

知
一
、・
・
・（
中
略
）・
・
・

後
日
有
二
事
次
一
之
時
、
密
々
尋
―二
申
主
上
一
云
、
今
度
除
目
ニ
以
二
父
譲
一
任
官

者
三
人
也
、
大
夫
史
盛
仲
〈
父
祐
俊
譲
也
〉、
主
税
助
信
俊
〈
父
定
俊
真
人
譲

也
〉、
造
酒
正
宗
兼
〈
父
宗
政
譲
也
〉、
件
三
人
中
ニ
盛
仲
カ
尻
付
ニ
父
譲
ト

被
二
書
付
一
也
、
残
二
人
無
二
尻
付
一
如
何
、
仰
云
、
尤
可
レ
然
、
但
譲
其
数
多

見
二
除
目
一
、
尤
無
レ
便
事
也
、
仍
大
夫
史
許
〈
乎
〉
以
レ
譲
任
也
、
残
二
人
ハ

以
二
父
辞
書
一
下
二
外
記
一
、
大
間
之
中
ニ
令
レ
取
レ
闕
之
後
ニ
以
レ
子
依
レ
恩
任

也
、
仍
父
譲
之
由
無
二
尻
付
一
、
尤
道
理
也
者
、
其
理
可
レ
然
、
此
事
依
レ
有

レ
興
、
付
二
仰
旨
一
也
、・
・
・（
以
下
略
）

（『
中
右
記
』
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
二
月
卅
日
条
）

こ
の
日
の
除
目
で
は
、
小
槻
盛
仲
が
大
夫
史
に
、
紀
宗
兼
が
造
酒
正
に
、
清
原
信
俊

が
主
税
助
に
そ
れ
ぞ
れ
補
さ
れ
た
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
各
々
の
父
親
が
帯

び
て
い
た
官
職
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
三
組
の
親
子
は
そ
れ
ぞ
れ
、
父
親
が
帯
び

て
い
る
官
職
を
子
ど
も
へ
世
襲
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な

父
子
間
（
ま
た
は
兄
弟
間
等
）
に
お
け
る
所
帯
官
職
の
譲
与
を
「
所
帯
職
譲
」
と
呼
ぶ
。

除
目
に
は
様
々
な
「
譲
」
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
自
身
が
得
た
功
・
労
・
賞
等
の
権

利
を
子
弟
ら
へ
譲
る
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
譲
は
、
加
階
・
任
官
の
権

利
を
譲
る
も
の
で
あ
り
、
除
目
の
尻
付
で
「
○
○
功
譲
」
等
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
れ
と
わ
か
る
。
加
え
て
、
類
似
す
る
譲
と
し
て
、
辞
官
申
任
も
知
ら
れ
て
い
る
。

辞
官
申
任
と
は
、
所
帯
の
官
職
を
自
発
的
に
辞
す
代
わ
り
に
、
子
弟
ら
を
特
定
の

官
職
へ
優
先
的
に
任
官
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る①
。
史
料
上
で
は
、「
辞
○
○
（
官
職
A
）、

申
任
△
△
（
子
弟
ら
）
×
×
（
官
職
B
）」
と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
、官
職
A
を
辞
す
代

わ
り
に
、
子
弟
ら
を
別
の
官
職
B
に
補
し
て
も
ら
う
。
ど
こ
に
も
「
譲
」
と
い
う
文

言
は
使
わ
れ
な
い
が
、『
大
間
成
文
抄
』
第
八
な
ど
多
く
の
除
目
書
が
「
譲
」
に
含
め

て
掲
載
す
る
よ
う
に
、
辞
官
申
任
も
譲
の
一
種
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

仮
に
官
職
A
と
官
職
B
と
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
世
襲
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
九
月
に
大
納
言
藤
原
成
通
が
侍
従
を
辞
し
、養
子
泰
通

を
侍
従
に
申
し
任
じ
た
が
、『
公
卿
補
任
』
保
元
元
年
の
成
通
項
で
は
「
申
任
」
と
記

し
、
寿
永
二
年
の
泰
通
項
で
は
「
成
通
卿
讓
レ
之
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

辞
官
申
任
と
所
帯
職
讓
と
は
、
判
別
し
が
た
い
事
例
も
存
在
す
る
た
め
、
従
来
は
と
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も
に
辞
官
申
任
に
含
め
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
後
に
見
る
よ
う
に
、
辞
官
申

任
と
所
帯
職
譲
と
の
間
に
は
明
確
な
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
種
の
「
譲
」
と
見
な

す
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
任
官
の
「
譲
」
を
①
労
・
功
・
賞
の
譲
、

②
辞
官
申
任
、
③
所
帯
職
譲
と
い
う
三
種
類
に
分
け
て
と
ら
え
、
③
を
検
討
対
象
と

す
る②
。

本
稿
で
は
、
平
安
中
期
以
降
の
除
目
に
際
し
て
あ
ら
わ
れ
る
所
帯
職
譲
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
で
、
平
安
中
期
以
降
の
朝
廷
実
務
官
人
が
い
か
に
し
て
世
襲
を
容
易

に
す
る
手
法
を
獲
得
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
も

た
ら
し
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

二
、
所
帯
職
譲
は
地
方
か
ら

所
帯
職
を
任
意
の
親
族
へ
譲
る
こ
と
は
、
律
令
官
僚
制
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い

た
。
い
わ
ゆ
る
「
非
律
令
的
」
と
評
さ
れ
た
郡
司
な
ど
が
該
当
す
る
が
、
同
様
の
補

任
が
、
中
央
官
衙
の
卑
官
で
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
諸
道
技
能
の
継
承
は
世
襲
が
基
本
で
あ
っ
た
し③
、
親
族
以
外
の
後
任
候
補
へ

官
職
譲
与
を
願
う
こ
と
は
、
九
世
紀
か
ら
確
か
め
ら
れ
る④
。
史
料
で
明
確
に
跡
づ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
技
能
と
直
結
し
た
低
い
地
位
に
つ
い
て
は
、
所
帯
職
譲
を

行
っ
て
い
た
可
能
性
を
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
。

史
料
で
所
帯
職
譲
を
確
認
で
き
る
例
と
し
て
、
采
女
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

太
政
官
符
民
部
宮
内
両
省

　

応
レ
補
二
采
女
大
和
安
子
年
廿
七
一〈
城
下
郡
賀
美
郷
戸
主
大
和
宿
禰
定
道
戸
口
〉

右
得
二
大
和
国
去
天
慶
九
年
八
月
廿
五
日
解
一
摸
、
采
女
大
和
真
子
解
摸
、
真
子

奉
―二
仕
公
庭
一
四
十
四
箇
年
、
漸
及
二
八
十
一
難
レ
堪
二
進
退
一
、
今
件
安
子
、
正
為
二

己
姪
一
、
始
レ
従
二
少
年
一
相
―二
従
老
身
一
、
年
歯
強
壮
情
操
謹
慎
、
加
レ
之
已
為
二
譜

第
一
尤
堪
二
其
職
一
、
望
請
早
被
二
言
上
一
、
以
二
己
所
帯
職
一
譲
―二
与
安
子
一
、
令

レ
勤
二
奉
公
一
者
、
国
加
二
覆
審
一
所
レ
申
不
レ
虚
、
望
請
被
レ
補
二
真
子
辞
退
之
替
一

者
、
右
大
臣
宣
、
奉　
レ
勅
依
レ
請
者
、
省
宜
承
知
依
レ
宣
行
レ
之
、
符
到
奉
行

右
中
弁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
少
史

　
　
　

天
暦
元
年
十
二
月
廿
八
日

（『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
・
采
女
）

大
和
国
の
采
女
で
あ
っ
た
大
和
真
子
は
、
姪
の
安
子
に
「
所
帯
職
」
を
譲
与
し
た
い

旨
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
八
月
に
解
で
願
い
出
て
い
る
。
願
い
を
受
け
た
大
和
国

は
、
真
子
の
申
請
内
容
を
確
か
め
た
上
で
朝
廷
へ
取
り
次
い
だ
。
こ
れ
を
受
け
た
朝

廷
は
勅
許
を
へ
て
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
十
二
月
に
、願
い
通
り
に
安
子
を
采
女
と
す

る
旨
の
太
政
官
符
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
采
女
職
譲
与
の
申
請
者
は
、

ま
ず
国
衙
へ
願
い
で
、
国
解
に
よ
っ
て
朝
廷
へ
届
け
出
さ
れ
、
勅
許
を
へ
て
譲
与
が

認
め
ら
れ
た
。
本
来
、
官
職
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
帯
主
（
帯
官
者
）
の
自

由
意
志
に
よ
っ
て
譲
与
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
勅
許
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
郡
司
の
場
合
は
、
父
か
ら
子
へ
と
い
っ
た
譲
与
の
具
体
例
を
確
認
で
き
な

い⑤
。
と
は
い
え
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
二
月
に
出
さ
れ
た
「
応
レ
停
二
郡
司
譲
職
一
事
」

を
命
じ
る
太
政
官
符
に
は
、「
頃
年
之
例
往
々
有
譲
二
件
職
一
者
、父
子
之
間
有
二
宣
旨
一

以
裁
許
、自
余
親
疎
待
二
国
解
一
以
処
分
、至
二
貞
観
十
七
年
符
一
雖
二
父
子
之
間
一
、非
二

国
司
言
上
一
不
レ
聴
二
相
譲
一
」（『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
・
郡
司
事
）
と
あ
り
、
采
女
と
よ

く
似
た
手
順
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
良
い
だ
ろ
う⑥
。

ま
た
諸
国
の
史
生
・
博
士
・
医
師
に
つ
い
て
も
、『
延
喜
式
』
に
「
凡
諸
国
権
史
生

博
士
医
師
遷
任
、
依
レ
譲
相
代
之
輩
、
其
籖
符
注
所
遺
歴
」（
太
政
官
）、「
凡
諸
国
司

及
史
生
博
士
医
師
等
、
若
特
被
レ
許
二
相
譲
一
者
、
令
レ
竟
二
前
人
遺
歴
一
〈
延
喜
四
年
壬

三
月
四
日
符
〉」（
式
部
上
）
と
い
っ
た
表
現
が
見
え
、特
別
に
許
さ
れ
て
「
相
譲
」
る

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
も
、
前
掲
し
た
采
女
と
同
様
と

思
わ
れ
、
国
解
を
も
っ
て
勅
許
が
求
め
ら
れ
、
譲
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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律
令
官
領
制
に
お
い
て
、
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世

襲
人
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
勅
許
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
、「
命
令
の
決
定
が
天
皇
の
権

威
・
勅
断
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
点
に
、律
令
官
人
制
固
有
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
叙
位
・
任
官
を
め
ぐ
る
天
皇
の
権
限
は
、
と
り
わ
け
勅
授
・
勅
任
の
世
界

で
、
非
律
令
的
領
域
を
強
固
に
確
保
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
指
摘
の
通
り

で
あ
り⑦
、「
非
律
令
的
」
な
天
皇
権
限
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
特
定
の
官
職
・
地
位
を
譲
与
に
よ
っ
て
受
け
つ
ぐ
こ
と
は
、
僧
侶
に
つ
い
て

も
十
世
紀
か
ら
確
認
で
き
る⑧
。
国
衙
を
経
由
し
て
申
請
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
郡
司
・

采
女
な
ど
と
共
通
す
る
要
素
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
類
似
の
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
も
の
の
、
現
在
は
参
考
と
し
て
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

九
〜
十
世
紀
半
ば
ま
で
は
、
郡
司
を
は
じ
め
と
す
る
下
級
地
方
官
や
采
女
に
お
い

て
、
所
帯
職
譲
を
確
認
で
き
た
。
所
帯
職
譲
は
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
、「
非
律
令

的
」
天
皇
権
限
と
し
て
律
令
官
僚
制
に
内
在
す
る
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
後
、
所
帯
職
譲
は
中
央
官
衙
へ
も
広
が
っ
て
い
く
。

三
、
中
央
官
衙
に
お
け
る
所
帯
職
譲
の
出
現

十
一
世
紀
に
な
る
と
、
所
帯
職
譲
の
対
象
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

七
日
辛
亥
、・
・
・（
中
略
）・
・
・
又
供
御
院
預
広
信
譲
―二
与
男
官
人
代
満
利
一
文
、

先
日
覚
二
誤
下
給
之
由
一
、
仍
令
レ
申
二
其
由
一
、
抑
件
事
広
信
催
申
之
日
、
仰
―二
下

宣
旨
由
一
了
、
而
一
日
朝
経
下
二
給
近
嗣
一
日
、
令
レ
申
―二
下
広
信
申
文
之
由
一
也
、

今
日
件
文
見
―二
出
之
一
、
未
二
下
給
一
、
随
可
二
進
止
一
、
仰
云
、
暫
可
レ
候
、
即
以
二

此
由
一
一
々
以
申
送
、
報
命
云
、
明
日
可
レ
示
二
左
右
一
者
、
候
レ
内
、

（『
権
記
』
長
保
二
年
九
月
七
日
条
）

右
少
弁
藤
原
朝
臣
広
業
伝
宣
、
左
大
臣
宣
、
大
炊
寮
供
御
院
預
磯
部
満
利
譲
替
、

宜
永
以
二
磯
部
満
輔
一
補
レ
之
者
、

　
　

寛
弘
七
年
正
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
少
史
竹
田
宣
理
〈
奉
〉

（『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
・
定
所
々
別
当
勾
当
預
事
）

『
権
記
』
に
は
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
九
月
に
、
大
炊
寮
供
御
院
預
が
磯
部
広
信

か
ら
満
利
へ
譲
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
磯
部
広
信
が
文
書
を
提
出
し
て

申
請
し
た
と
こ
ろ
、宣
旨
を
下
す
（
許
可
す
る
）
旨
の
仰
せ
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
五

位
蔵
人
朝
経
が
別
人
の
申
請
と
取
り
違
え
て
下
し
て
し
ま
っ
た
。
七
日
に
な
っ
て
頭

弁
行
成
が
取
り
違
え
に
気
づ
き
、
処
理
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
広
信
か
ら

満
利
へ
の
供
御
院
預
譲
与
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
た
め
『
権
記
』
に
記
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
通
常
ど
お
り
に
処
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、
何
も
記
さ
れ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

供
御
院
預
は
、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
に
満
利
か
ら
満
輔
へ
と
受
け
つ
が
れ
、
以

後
十
四
世
紀
初
頭
ま
で
一
五
代
に
亘
っ
て
、磯
部
氏
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
て
い
く
。

十
四
世
紀
初
頭
ご
ろ
、
供
御
院
預
職
の
知
行
を
め
ぐ
っ
て
、
磯
部
信
貞
が
中
原
師
顕

（
大
炊
頭
）
と
争
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
信
貞
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る⑨
。

供
御
院
預
職
者
、
一
条
院
御
宇
去
長
保
四
季
磯
部
広
信
下
―二
賜
永
宣
旨
一
以
降
、

至
二
于
信
貞
一
、
相
伝
已
十
五
代
、
星
霜
三
百
余
廻
也
、

磯
部
信
貞
の
主
張
に
し
た
が
え
ば
、長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
磯
部
広
信
へ
永
宣

旨
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
永
宣
旨
と
は
、永
代
に
亘
り
効
力
を
有
す
宣
旨
の
こ
と
で
、

平
安
中
期
に
は
寺
社
の
禄
に
関
す
る
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
所
帯

職
譲
に
よ
る
継
承
を
代
々
に
亘
っ
て
永
く
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

預
の
地
位
は
、
本
来
は
私
物
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
永
宣
旨
に
よ
り
事
実
上
、

広
信
の
私
物
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
勅
許
を
へ
る
こ
と
な
く
、
譲
与

で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
采
女
で
見
た
よ
う
な
所
帯
譲
の
申
請
↓

認
定
の
勅
許
と
い
う
一
代
ご
と
の
手
続
き
を
省
略
で
き
る
の
で
あ
る
。
前
掲
し
た
寛

弘
七
年
正
月
の
宣
旨
に
は
、「
宜
永
以
磯
部
満
輔
補
之
」
と
あ
る
が
、「
永
」
と
い
う



五
八

560

一
言
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
永
宣
旨
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
解
文
で
譲
与
認

定
（
勅
許
）
を
求
め
る
必
要
は
な
い
た
め
、宣
旨
に
は
「
奉
勅
」
文
言
も
な
い
。
こ
の

宣
旨
は
、
補
任
の
明
証
と
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
炊
寮
供
御
院
預
は
、
大
炊
寮
内
の
四
等
官
よ
り
も
低
い
ポ
ス
ト
で
あ
る
が
、
磯

部
氏
は
永
宣
旨
を
得
る
こ
と
で
、
そ
の
世
襲
化
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
供
御
院
預

と
磯
部
氏
の
よ
う
に
永
宣
旨
を
下
さ
れ
た
類
例
が
、
他
に
ど
れ
だ
け
存
在
し
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
大
炊
寮
供
御
院
預
の
よ
う
な
低
い
地
位
に
つ
い
て
は
、
他
に
ど
の

よ
う
な
地
位
が
あ
っ
た
の
か
、
全
体
像
す
ら
把
握
し
が
た
い
。
そ
の
上
、
個
々
の
ポ

ス
ト
に
つ
い
て
も
、
補
任
状
況
の
把
握
は
偶
然
性
に
頼
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

た
だ
し
、
十
一
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
所
帯
職
譲
は
四
等
官

に
も
及
ん
で
い
く
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
所
帯
職
譲
が
下
級
地
方
官
か
ら
下
級

中
央
官
へ
と
対
象
を
広
げ
て
い
っ
た
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
十
世
紀
末
か
ら

十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
類
推
し
て
お
く
。

こ
の
よ
う
な
広
が
り
は
、
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目

す
べ
き
は
、
や
は
り
郡
司
で
あ
ろ
う
。
郡
司
自
体
は
地
方
官
で
あ
る
が
、
郡
司
一
族

の
中
に
は
、
都
へ
進
出
し
て
下
級
官
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
者
も
多
く
い
た
こ
と

は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
方
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
所
帯
職
譲
が
、
都
で

広
が
っ
て
ゆ
く
媒
介
と
な
っ
た
の
は
、
都
に
進
出
し
て
い
た
郡
司
一
族
で
は
な
い
だ

ろ
う
か⑩

三
、
所
帯
職
譲
の
広
が
り

十
世
紀
末
に
は
所
帯
職
譲
が
、
中
央
官
衙
の
下
級
ポ
ス
ト
で
適
用
さ
れ
始
め
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
十
一
世
紀
に
入
る
と
所
帯
職
譲
は
、
急
速
に
様
々
な
六
位
官
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

表
1
は
、
管
見
に
入
っ
た
中
央
官
に
お
け
る
所
帯
職
譲
の
一
覧
で
あ
る
。
十
世
紀

ま
で
の
初
期
に
は
、
関
白
・
大
納
言
・
参
議
を
譲
る
事
例
も
見
え
る
。
た
だ
し
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
、
政
治
的
な
背
景
を
有
す
特
殊
な
事
例
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
先
学

も
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が⑪
、天
皇
の
恩
任
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

地
方
官
に
お
け
る
例
と
共
通
す
る
。

十
一
世
紀
に
な
っ
て
最
初
に
確
認
で
き
る
所
帯
職
譲
は
、史
生
で
あ
る
。
史
生
は
、

四
等
官
未
満
の
下
級
官
人
で
あ
る
が
、
職
員
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
述

し
た
供
御
院
預
よ
り
も
正
式
な
官
職
で
あ
る
。

十
五
日
丁
未
、
天
晴
、
早
旦
退
出
、
参
二
関
白
殿
一
、
申
下
佐
国
申
文
・
外
記
譜

奏
・
史
生
大
預
久
茂
以
二
件
職
一
譲
―二
与
孫
助
頼
一
之
文
等
上
、
早
可
二
奏
下
一
者
、

予
退
出
、
入
レ
晩
参
二
督
殿
一
、
申
二
雑
事
一
退
出
、
参
内
、・
・
・（
以
下
略
）　　

　

 

（『
春
記
』
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
十
一
月
十
五
日
条
）

頭
中
将
藤
原
資
房
は
、
関
白
頼
通
の
も
と
へ
参
り
、「
史
生
大
預
久
茂
」
が
孫
の
助

頼
へ
所
帯
職
を
譲
与
し
た
い
と
願
い
で
て
い
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
、
頼
通
か
ら
内
諾

を
得
て
い
る
。
久
茂
の
官
途
（
ま
た
は
姓
）
に
や
や
不
明
瞭
な
部
分
が
残
る
が
、史
生

で
あ
っ
た
久
茂
が
、
所
帯
職
を
孫
助
頼
へ
譲
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

史
生
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
内
膳
奉
膳
で
も
所
帯
職
譲
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

六
日
丁
巳
、
雨
降
、
午
後
止
、
午
時
許
参
二
関
白
殿
一
、
而
申
云
、
仰
云
、
除
目

何
程
許
可
レ
行
哉
、
若
可
二
遅
引
一
者
、
先
可
レ
任
二
奉
膳
一
人
一
歟
、
新
嘗
祭
間
必

可
レ
入
之
故
也
、
命
云
、
除
目
今
月
晦
比
可
レ
被
レ
行
歟
、
節
会
以
前
已
無
二
其

日
一
、
至
二
于
奉
膳
一
者
先
可
レ
被
レ
任
也
、
已
及
二
数
月
一
于
レ
今
遅
々
、
太
不
便
事

也
、・
・
・（
以
下
略
）

十
日
辛
酉
、
天
晴
、
今
日
改
元
定
由
云
々
、・
・
・（
中
略
）・
・
・
先
レ
是
有
二
小

除
目
事
一
、
任
二
奉
膳
一
事
也
、
斎
宮
助
経
正
〈
前
志
摩
守
、
未
レ
得
二
解
由
一
者

也
〉
依
レ
為
二
氏
人
一
被
レ
任
已
畢
、故
修
道
之
息
信
季
、依
レ
得
二
父
譲
一
尤
可
レ
任

也
、
而
重
服
之
上
太
以
幼
年
者
也
、
仍
此
度
不
レ
被
レ
任
也
者
、・
・
・（
以
下
略
）
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表 1　所帯職譲一覧
年月日 所帯官職 譲主 被譲人（関係） 典拠

天長 5（ 828） 5.27
嘉祥 1（ 848）10. 1
昌泰 3（ 900） 2.20
天暦 1（ 947）12.28
安和 1（ 968）11.14
　　同上
正暦 1（ 889） 5. 8
正暦 3（ 992） 8.28
正暦 6（ 995） 3. -
長保 2（1000） 9. 7
寛弘 4（1007） 5. 3
寛弘 4（1007） 5.11
寛弘 7（1010） 1.27
長元 2（1029）
長暦 2（1038）11.15
長久 1（1040）11.10
寛徳 1（1044）
治暦 3（1067）
永保 3（1083） 1. -
　　同上
応徳 1（1084）12. -
応徳 3（1086） 1. -
寛治 7（1093）11.20
承徳 1（1097）
承徳 2（1098） 1. -
康和 1（1099）12.14
康和 2以前
　　同上
康和 2（1100） 1. -
康和 3（1101） 3.27
康和 5（1103） 2.30
　　同上
　　同上
康和 6（1104） 1. -
長治 2（1105） 4. 5
嘉承 1（1106）12.13
このころ
永久 4（1116） 1. -
保安 3（1122） 1. -
このころ
康治 1（1142）12.21
康治 2（1143） 1.27
天養 1（1144） 2.12
久安 3（1147）12.21
　　同上
久安 4（1148）10.17
久安 6（1150）12.22
　　同上
仁平 2（1152） 1.28
仁平 3（1153） 3.25
保元 1（1156） 9.17
保元 1（1156）11. -
永暦 1（1160）12.18
応保 2（1162）10.28
　　同上
長寛 1（1163）12.20
永万 1（1165） 7.22
仁安 3（1168）12. 8
嘉応 1（1169） 1.11
嘉応 1（1169） 4.16
承安 2（1172）10.26
養和 1（1181）12. 4
元暦 1（1184） 7.13
元暦 1（1184） 9.18
元暦 2（1185） 6.28
元暦 2（1185）12.15
文治 3（1187） 5. 4
建仁 2（1202） 1.21
建仁 3（1203）10.27
元久 1（1204）12.18

参議
郡大領
参議
采女
播磨権守
播磨少掾
関白
大納言
関白
供御院預
典侍
典侍
供御院預
暦博士
史生
内膳奉膳
主計少允
医博士
大膳少進
造酒正
主水正
少監物
右近大将
兵庫属
主税少属
主税算師
主計算師
主税允
主税允
神祇大史
造酒正
左大史
主税助
権医博士
神祇大史
神祇史
少監物
左馬允
左大史
主税権助
右近将監
主税允
施薬院使
大炊頭
斎院権次官
大外記
隼人正
玄蕃助
弾正弼
官掌
侍従
主税頭
御鷹飼
刑部権大輔
宮内権大輔
兵部権少輔
大炊頭
左京少進
中宮亮
兵部権少輔
侍従
主税助
大宮権亮
式部権少輔
讃岐守
右兵衛督
修理大夫
肥後守
刑部卿
主水正

　藤原綱継
　丸部明麻呂
　藤原忠平
　大和真子
　源　重信
　藤原清通
　藤原兼家
　源　重光
　藤原道隆
　磯部広信
　高階徽子
　源　明子
　磯部満利
　賀茂守道
　　　久茂
　　　修道
　宗岡時重
　丹波雅忠
　惟宗季隆
　清科重任
　菅原順季
　小野政資
　源　顕房
　葛原忠国
　紀　則忠
　惟宗義行
　紀　国基
　紀　正高
　中原良則
　卜部儀時
　紀　宗政
　小槻祐俊
　清原定俊
　丹波重康
　卜部儀時
　卜部儀時
　小野政資
　源　盛行
　小槻盛仲
　清原信俊
　高階基章
　中原忠遠
　丹波重忠
　中原師安
　藤原友兼
　中原師安
　橘　清仲
　藤原為兼
　源　師長
　中原国兼
　藤原成通
　丹波重基
　　　敦方
　源　雅国
　　―
　藤原光長
　中原師元
　源　盛賢
　藤原重家
　藤原光定
　源　俊定
　安倍時晴
　藤原能保
　藤原範季
　藤原能保
　藤原能保
　藤原親信
　藤原頼範
　源　宗雅
　清原良業

（子）吉野
（父）己西成
（叔父）清経
（姪）大和安子
（兄）源　雅信
（父）藤原安親
（子）藤原道隆
（婿）藤原伊周
（子）藤原伊周
（子）磯部満利
（？）藤原芳子
（？）橘　隆子
（？）磯部満輔
（子）賀茂道平
（孫）助頼
（子）信季
（子）宗岡公能
（子）丹波忠康
（舎弟）惟宗清実
（異父弟）藤原親業
（子）菅原師季
（子）小野忠時
（子）源　雅実
（子）葛原国貞
（子）紀　兼重
（子）惟宗義清
（子）紀　章基
（子）紀　兼時
（子）中原良成
（子）卜部貞景
（養子）紀　宗兼
（子）小槻盛仲
（子）清原信俊
（子）丹波重頼
（子）卜部定景
（子）卜部定景
（子）小野忠時
（子）源　盛賢
（養子）小槻政重
（子）清原信憲
（子）高階為泰
（婿）佐伯貞俊
（子）丹波重成
（子）中原師長
（子）藤原義憲
（子）中原師長
（子）橘　清定
（子）藤原憲盛
（子）源　師広
（子）中原国成
（養子）藤原泰通
（子）丹波知康
（子） 　　友武
（子）源　国保
（子）藤原重頼
（弟）藤原光綱
（子）中原師尚
（舎弟）源景信
（弟）藤原季経
（弟）藤原光雅
（養子）源　兼忠
（子）安倍晴光
（？）藤原長経
（猶子）藤原範光
（？）源　隆保
（子）藤原高能
（子）藤原定輔
（養叔父）藤原孝範
（子）源　顕兼
（子）清原良隆

補任
続後紀
補任
符宣抄 7
補任
補任
江談抄 1-32
権記・補任
大鏡 4　＊ 1
権記
権記
権記
符宣抄 7
魚魯愚鈔 8
春記
春記　＊ 2
魚魯愚鈔 8
大間成文抄 8
大間成文抄 8
魚魯愚鈔 8
魚魯愚鈔 8
魚魯愚鈔 8
官職秘抄　＊ 3
魚魯愚鈔 8
魚魯愚鈔 8
本朝世紀
魚魯愚鈔 8
魚魯愚鈔 8
魚魯愚鈔 8
朝野群載 6　＊ 4
中右記
中右記
中右記
魚魯愚鈔 8
朝野群載 6
永昌記
大間成文抄 8
大間成文抄 8
官職秘抄　＊ 5
官職秘抄　＊ 6
本朝世紀
本朝世紀
清原重憲記
本朝世紀
本朝世紀
台記　＊ 7
本朝世紀
　同上
山槐記
本朝世紀
補任
兵範記紙背文書
山槐記
山槐記（除目部類）
　同上
補任（文治 2）
山槐記
兵範記紙背文書
補任（文治 5）
補任（文治 3）　＊ 8
補任（文治 4）
山槐記
補任（文治 4）
補任（建仁 1）
補任（文治 4）
補任（文治 4）
補任（建久 2）
補任
補任（承元 2）
外記補任

注）典拠の内、「補任」は『公卿補任』、「符宣抄」は『類聚符宣抄』である。他類推されたい。
　　＊ 1譲りたい旨を伝えるが、許されず。
　　＊ 2重服であり幼年でもあるため、譲られず。関連 11.6
　　＊   3「補任」では、顕房が寛治 6.12 に右大将を辞し、翌年 11.20 に子の雅実が就任したとするが、「中右記」寛治 7.10.20 条による

と、この日に辞状が出され、譲られた。
　　＊ 4譲りたい旨を伝えるが、許されず。
　　＊ 5年月は、永井晋編『官史補任』（続群書類従完成会、1998 年）による。
　　＊ 6年は、拙編著『外記補任』（続群書類従完成会、2004 年）により類推。
　　＊ 7これに付随して、穀倉院別当も譲られた（兵範記紙背文書・丹波重基申文）。
　　＊ 8光定を停め、光雅が任じる。
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（『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
一
月
六
・
十
日
条
）

内
膳
奉
膳
修
道
は
、
子
の
信
季
へ
内
膳
奉
膳
を
譲
る
手
続
き
を
進
め
、
そ
の
後
に

死
去
。死
去
か
ら
数
か
月
後
の
十
一
月
六
日
に
内
膳
奉
膳
の
欠
員
が
問
題
と
な
っ
た
。

恐
ら
く
修
道
の
譲
を
得
て
い
る
信
季
が
復
任
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

が
、
そ
れ
で
は
新
嘗
祭
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
を
、
関
白
頼
通
が
問
題
視
し
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
内
膳
奉
膳
だ
け
で
も
先
に
任
じ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
十
日
に
経
正

が
補
さ
れ
た
。
信
季
は
「
父
譲
」
を
得
て
い
た
が
、
重
服
・
幼
年
を
理
由
に
補
任
が

見
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
十
一
世
紀
に
入
る
と
、
史
生
（
雑
任
）・
内
膳
奉
膳
（
正
六
位
上
）
の

よ
う
な
中
央
下
級
官
職
で
所
帯
職
譲
が
広
が
り
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
表
1

か
ら
も
う
か
が
え
る
通
り
、
十
一
世
紀
中
は
医
博
士
（
正
七
位
下
）・
大
膳
少
進
（
正

七
位
上
）と
い
っ
た
下
級
官
に
お
い
て
広
が
り
を
見
せ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
本
稿
冒
頭
に

引
用
し
た
よ
う
に
、
十
一
世
紀
末
に
は
五
位
官
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
、
異
彩
を
放
つ
の
が
、
右
近
大
将
の
譲
与
で
あ
ろ
う
。

右
大
臣
・
右
近
大
将
源
顕
房
は
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
月
廿
日
に
大
将
を
辞

す
が
、
そ
の
辞
状
中
に
雅
実
へ
譲
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（『
中
右
記
』）。
源
雅
実

の
任
大
将
召
仰
は
、
十
一
月
十
五
日
に
催
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
藤
原
宗
忠
は
「
彼

大
納
言
年
卅
五
、
是
雖
レ
有
二
右
府
譲
一
、
超
―二
越
数
輩
之
上
臈
一
、
被
レ
補
二
顕
要
之
大

任
一
、
甚
有
レ
恐
事
也
」
と
記
し
て
お
り
（『
中
右
記
』）、
事
実
上
の
所
帯
職
譲
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
、「
官
職
秘
抄
」
も
「
父
譲
」
の
一
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

同
時
代
に
確
認
で
き
る
譲
任
は
、
い
ず
れ
も
五
位
以
下
で
あ
り
、
公
卿
身
分
の
例

と
し
て
特
異
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
雅
実
が
国
母
藤
原
賢
子
と
同
母
兄
弟
で
あ
っ
た
た

め
で
あ
り
、宗
忠
も
「
一
之
道
理
」「
戚
里
之
貴
」
と
特
例
で
あ
る
こ
と
を
納
得
し
て

い
る⑫
。

十
一
世
紀
中
に
、
所
帯
職
譲
は
徐
々
に
対
象
を
広
げ
、
五
位
官
に
ま
で
広
が
っ
た
。

一
方
、
公
卿
身
分
に
お
い
て
、
特
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
十
世
紀
か
ら
変

わ
ら
な
い
。
所
帯
職
譲
は
、
公
卿
身
分
に
お
い
て
は
天
皇
大
権
に
よ
る
恩
恵
と
い
う

側
面
を
残
し
つ
つ
、
中
下
級
官
人
の
編
成
原
理
と
し
て
も
定
着
し
は
じ
め
、
な
か
に

は
永
宣
旨
を
獲
得
す
る
家
系
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
所
帯
職
譲
は
な
ぜ
少
な
い
か
？

そ
れ
で
も
、
所
帯
職
譲
の
事
例
は
、
表
1
に
見
え
る
程
度
し
か
見
い
だ
せ
な
い
。

そ
の
理
由
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、
本
稿
冒
頭
で
引
用
し
た
『
中
右
記
』
康
和
五
年

（
一
一
〇
三
）
二
月
卅
日
条
で
あ
る
。

こ
の
日
の
除
目
で
は
、
小
槻
祐
俊
か
ら
盛
仲
へ
大
夫
史
が
、
清
原
定
俊
か
ら
信
俊

へ
主
税
助
が
、
紀
宗
政
か
ら
宗
兼
へ
造
酒
正
が
そ
れ
ぞ
れ
譲
ら
れ
た
。
だ
が
除
目
尻

付
に
「
父
譲
」
と
明
記
さ
れ
た
の
は
、
大
夫
史
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
疑
義
を

抱
い
た
藤
原
宗
忠
は
後
日
、
堀
河
天
皇
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
譲
其
数
多

見
二
除
目
一
、
尤
無
レ
便
事
也
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。
除
目
で
「
譲
」
が
多
い
の
は

よ
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
宗
忠
は
、
堀
河
天
皇
に
理
由
を
尋
ね
て
い
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
本

来
、
譲
の
許
可
は
天
皇
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
三
件
に
つ
い
て
は
、
天
皇

の
意
向
が
確
か
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
宗
忠
は
、
天
皇
に
理
由
を

尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
官
職
は
本
来
、
徳
行
・
才
用
な
ど
の
原
則
に
基
づ
い
て
厳

選
さ
れ
る
の
が
理
想
的
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
譲
に
よ
る
補
任
は
、
そ
れ
を
全
く

省
い
て
お
り
、
原
則
に
反
し
た
任
官
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は

少
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
実
態
は
と
も
あ
れ
、
譲
を
最
少
に
見
せ

か
け
る
操
作
が
な
さ
れ
、
譲
ら
れ
た
三
名
の
中
で
最
も
位
階
の
高
い
小
槻
盛
仲
に
だ

け
「
譲
」
と
記
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
残
り
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
の
所
帯
職
譲
を
認
め
る
も
の
の
、
手
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続
き
上
は
そ
の
旨
を
記
さ
ず
、
予
め
辞
任
さ
せ
て
大
間
書
で
欠
員
と
し
、
そ
こ
に
子

息
を
「
恩
に
依
り
」
任
じ
る
と
い
う
処
置
を
と
っ
て
い
る
。
両
者
に
事
実
上
の
差
は

な
い
が
、
後
二
者
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
記
録
さ
れ
な
い
限
り
、
後
々
に
は
所
帯
職

譲
と
気
づ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う⑬
。

ま
た
、
三
件
の
所
帯
職
譲
を
認
め
た
こ
と
に
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
も
影
響
し
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
は
、
堀
河
天
皇
が
内
覧
忠
実
・
内
大
臣
雅
実
と
と
も
に
政
務

に
つ
と
め
、
白
河
院
も
蔵
人
弁
を
介
し
て
影
響
力
を
強
め
て
い
た⑭
。
天
皇
・
忠
実
ら

は
、
太
政
官
系
統
の
人
事
把
握
に
つ
と
め
る
意
図
が
こ
の
除
目
か
ら
も
う
か
が
え
よ

う
。
こ
の
時
に
譲
を
認
め
ら
れ
た
三
件
に
は
、
官
方
の
事
務
方
ト
ッ
プ
で
あ
る
大
夫

史
と
、
外
記
方
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
大
夫
外
記
を
二
年
前
ま
で
つ
と
め
て
い
た
清
原
定

俊
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
紀
宗
政
を
含
め
た
三
名
全
員
が
、
摂
関
家
と
強
い
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
た⑮
。

堀
河
天
皇
と
内
覧
忠
実
は
、
天
皇
大
権
に
よ
る
所
帯
職
譲
の
認
可
を
利
用
し
て
、

太
政
官
系
統
で
事
務
を
統
括
す
る
人
材
を
掌
握
す
る
と
と
も
に
、
摂
関
家
に
奉
仕
す

る
官
人
を
優
遇
す
る
こ
と
で
、
天
皇
・
摂
関
家
の
協
調
関
係
を
強
固
に
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
背
景
が
推
測
で
き
る
と
は
い
え
、
実
態
は
所
帯
職
譲
で
あ

る
も
の
が
、
そ
の
通
り
に
記
録
し
な
い
こ
と
を
美
徳
と
見
な
し
た
こ
と
は
、
所
帯
職

譲
が
記
録
上
に
あ
ら
わ
れ
に
く
く
な
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、「
父
譲
」
な
ど

と
除
目
尻
付
に
記
さ
れ
る
の
は
、
一
度
の
除
目
で
一
人
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
管

見
の
限
り
、
三
人
書
か
れ
た
例
は
見
い
だ
せ
な
い
。

天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
成
立
の
『
江
家
次
第
』
巻
四
に
は
、「
父
譲
」
が
除
目
尻

付
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
記
す
が
、「
希
有
」
の
事
と
も
併
記
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
所
帯
職
譲
の
類
例
が
少
な
い
と
い
う
意
で
は
な
く
、「
父
譲
」
と
明
記
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

五
、
所
帯
職
譲
の
変
質

所
帯
職
譲
を
め
ぐ
る
書
類
上
の
操
作
は
、さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
。

十
三
日
甲
午
、
晴
、
未
以
後
小
雨
、・
・
・（
中
略
）・
・
・

此
間
頭
弁
於
二
床
子
一
召
二
左
大
史
忠
行
一
、
被
レ
下
二
宣
旨
一
通
一
〈
副
二
申
文
一
〉、

主
税
頭
重
忠
以
二
施
薬
院
使
一
譲
―二
与
男
医
博
士
重
成
一
也
、
件
重
忠
去
夕
卒
去
、

閉
眼
之
後
有
二
此
事
一
、
未
曾
有
事
也
、
称
二
蘇
生
之
由
一
、
被
レ
下
二
宣
旨
一
之
後
、

披
露
云
々
、

　

医
博
士
丹
波
朝
臣
重
成

左
中
弁
藤
原
朝
臣
資
信
伝
宣
、
内
大
臣
宣
、
宜
下
以
二
件
人
一
為
中
施
薬
院
使
上
者

　
　

康
治
三
年
二
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
大
史
惟
宗
忠
行
奉

（「
清
原
重
憲
記
」
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
二
月
十
三
日
条
）

施
薬
院
使
で
あ
っ
た
丹
波
重
忠
が
歿
し
た
翌
日
、
子
の
丹
波
重
成
を
施
薬
院
使
と

す
る
宣
旨
が
出
さ
れ
て
い
る
。
宣
旨
に
は
「
譲
」
と
記
さ
れ
な
い
が
、
重
忠
が
譲
与

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
は
、申
文
に
は
そ
の
旨
の
記
述
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
重
忠
は
、
宣
旨
が
出
さ
れ
る
前
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
形
式
上
は

歿
後
に
譲
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
重
忠
は
、
宣
旨
が
出
さ
れ
る
直
前

に
「
蘇
生
」
し
た
こ
と
に
さ
れ
、
そ
の
後
再
び
卒
去
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
所
帯
職
譲
は
、
生
存
中
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

帯
官
者
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、該
当
ポ
ス
ト
は
欠
員
と
な
り
譲
与
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
論
理
的
に
は
、
歴
代
が
存
命
中
に
所
帯
職
譲
を
実
施
す
れ
ば
、
特
定
の
官

職
を
直
系
で
世
襲
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

ま
た
先
の
内
膳
奉
膳
の
例
の
よ
う
に
手
続
き
が
死
後
に
な
っ
た
場
合
、
父
譲
を
得

た
人
物
は
最
有
力
候
補
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
任
に
堪
え
る
だ
け
の
経
験
が
必
要

な
う
え
、
復
任
す
る
ま
で
の
欠
員
を
問
題
視
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
幼
年
で
あ
っ
た
場
合
な
ど
で
、
見
送
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
丹
波
重
成
の
例
で
は
、
出
さ
れ
た
宣
旨
に
「
奉
勅
」
文
言
が
な
く
、「
永
」
と

も
記
さ
れ
な
い
こ
と
も
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
十
一
世
紀
ま
で
は
、
た
と
え
き
わ
め

て
下
級
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
永
宣
旨
を
得
て
い
な
け
れ
ば
、
所
帯
職
譲
に
は
天

皇
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
十
二
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、

奏
聞
を
確
認
で
き
な
い
事
例
が
あ
ら
わ
れ
る
。
所
帯
職
譲
の
広
が
り
（
増
加
）
に
伴

い
、
勅
許
が
省
略
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑯
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

も
は
や
中
・
下
級
官
人
に
と
っ
て
は
、
所
帯
職
譲
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
王
権
に

よ
る
恩
恵
で
は
な
く
な
り
、
官
職
を
め
ぐ
る
認
識
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

類
似
す
る
例
に
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

十
二
日
壬
戌
、
伴
二
師
長
一
参
二
宇
治
一
、・
・
・（
中
略
）・
・
・

此
次
、
依
二
師
安
朝
臣
譲
一
大
外
記
師
業
補
二
穀
倉
院
別
当
一
云
々
、
典
薬
頭
重
基

朝
臣
当
二
其
仁
一
、
而
寄
二
事
於
父
譲
一
、
忽
補
二
穀
倉
院
別
当
一
云
々
、
非
理
之
甚

也
、
師
安
依
二
重
病
一
去
九
日
出
家
、
師
業
秘
二
其
事
一
、
今
日
補
二
件
別
当
一
之
後

露
顕
云
々
、

（『
台
記
』
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
九
月
十
二
日
条
）

藤
原
頼
長
は
、
穀
倉
院
別
当
の
後
任
に
は
丹
波
重
基
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い

た
が
、
実
際
に
は
、
父
師
安
か
ら
譲
与
さ
れ
た
と
主
張
す
る
中
原
師
業
が
補
さ
れ
た
。

頼
長
は
そ
れ
に
不
満
で
あ
る
が
、
と
い
う
の
も
、
師
安
は
九
日
に
出
家
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
出
家
す
れ
ば
所
帯
官
は
す
べ
て
欠
員
に
な
る
た
め
、
所
帯
職
譲
は
で
き
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
師
業
は
、
師
安
出
家
を
秘
し
た
ま
ま
「
父
譲
」
を
主
張
し
、

自
ら
へ
の
譲
任
が
確
定
し
た
後
に
、
師
安
出
家
を
公
表
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
所
帯
職
譲
の
際
に
は
、
急
な
出
家
や
急
死
は
秘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
れ
が
書
類
上
の
操
作
で
あ
る
こ
と
は
、
承
知
の
上
で

な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
父
譲
」
を
得
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、書
類
の
嘘
に

目
を
つ
ぶ
ら
せ
る
ほ
ど
の
、
極
め
て
強
い
同
調
圧
力
を
周
囲
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

六
、
所
帯
職
譲
と
辞
官
申
任
の
差

父
譲
を
主
張
す
れ
ば
必
ず
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
表
1
に
も
示
し
た
よ
う

に
、
神
祇
大
史
卜
部
儀
時
は
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
三
月
に
所
帯
職
譲
を
申
請
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
子
息
貞
景
（
定
景
）
へ
の
譲
与
は
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
。

長
治
二
年
四
月
の
申
請
も
実
を
結
ば
ず
、嘉
承
元
年
（
一
〇
〇
六
）
十
二
月
に
な
っ
て

よ
う
や
く
、
神
祇
少
史
へ
の
補
任
が
実
現
し
て
い
る
。
し
か
も
、
康
和
・
長
治
の
申

請
で
は
「
大
史
」
補
任
を
求
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
叶
わ
ず
少
史
に
止
め
ら
れ
た
。

大
史
・
少
史
を
同
じ
史
と
と
ら
え
れ
ば
所
帯
職
譲
だ
が
、
別
の
官
職
と
み
な
せ
ば
辞

官
申
任
と
な
る
。
先
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
願
い
通
り
の
譲
与
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
背
景
に
は
、
貞
景
の
年
齢
・
実
績
や
王
権
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

卜
部
貞
景
の
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
所
帯
職
譲
は
辞
官
申
任
と
よ
く
似
て
い

る
。
し
か
し
辞
官
申
任
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
す
る
事
へ
の
抵
抗
が
見
ら
れ
な
い
。

一
度
の
除
目
で
、
多
数
の
辞
官
申
任
が
並
ぶ
こ
と
は
、
珍
し
く
な
い⑰
。
こ
の
よ
う
な

「
無
便
事
」
と
見
な
す
意
識
の
有
無
が
、本
稿
で
所
帯
職
譲
と
辞
官
申
任
と
を
分
け
た

理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

所
帯
職
譲
と
辞
官
申
任
と
の
違
い
は
、
申
文
に
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
。
両
者
の

申
文
の
冒
頭
部
だ
け
を
例
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る⑱
。
A
が
所
帯
職
譲
、
B
は

辞
官
申
任
で
あ
る
。

A　

正
四
位
下
行
主
税
頭
兼
典
薬
頭
侍
医
丹
波
朝
臣
重
基
誠
惶
誠
恐
謹
言

　
　

請
下
特
蒙
二　

天
恩
一
、
以
二
所
帯
主
税
頭
一
、
譲
―中
与
嫡
男
知
康
朝
臣
上
状

B　

正
五
位
下
行
大
舎
人
頭
兼
大
外
記
備
後
権
介
清
原
真
人
頼
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

　

  　
  

請
下
殊
蒙
二　

天
恩
一
、
因
―二
准
先
例
一
、
罷
二
所
帯
備
後
権
介
一
、
以
二
男
正
六
位

上
康
家
一
、
□（

被
）拝

―中
任
図
書
・
玄
蕃
・
主
殿
允
等
闕
上
状

A
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
特
定
の
官
職
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

丹
波
重
基
は
主
税
頭
を
譲
与
し
た
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
官
職
に
は
言
及
し
な
い
。
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し
か
し
B
の
方
で
は
、
子
弟
に
拝
任
さ
せ
た
い
官
職
は
、
多
く
の
場
合
、
特
定
の
も

の
に
限
っ
て
い
な
い
。
例
示
し
た
B
の
よ
う
に
、複
数
の
候
補
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
B
の
申
文
を
出
し
た
清
原
頼
業
・
康
家
の
例
を
さ
ら
に
見
て
み
る
と
、

辞
官
申
任
の
特
徴
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
同
じ
く
申
文
の
冒
頭
の
み
を
あ
げ
る⑲
。

C　

正
五
位
下
行
大
舎
人
頭
兼
大
外
記
備
後
権
介
清
原
真
人
頼
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

　

  　

  

請
下
殊
蒙
二　

天
恩
一
、
因
―二
准
先
例
一
、
罷
二
所
帯
備
後
権
介
一
、
以
二
男
正
六
位

上
康
□（

家
）一

、
□（

被
）拝

―中
任
図
書
・
玄
蕃
・
主
殿
・
掃
部
允
等
闕
上
状

D　

正
五
位
下
行
大
舎
人
頭
兼
大
外
記
備
後
権
介
清
原
真
人
頼
業
誠
惶
誠
恐
謹
言

　

  　

  

請
下
殊
蒙
二　

天
恩
一
、
因
―二
准
先
例
一
、
罷
二
所
帯
備
後
権
介
一
、
以
二
男
正
六
位

上
康
家
一
、
被
□（

拝
任
）

中
□
主
殿
・
掃
部
允
等
闕
上
□（

状
）

申
文
の
日
付
は
、
B
が
仁
安
二
年
十
月
十
九
日
付
、
C
は
同
年
十
二
月
十
日
付
、
D

は
同
年
十
二
月
十
三
日
付
で
あ
る
。
比
較
を
す
る
と
、
B
↓
C
で
は
候
補
が
増
え
、

C
↓
D
で
二
つ
へ
絞
ら
れ
て
お
り
、状
況
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
を
、
こ
の
間
の
補
任
状
況
と
併
せ
て
見
て
み
る
。
B
が
出
さ
れ
た
十
月
の
除

目
で
は
、い
ず
れ
の
官
職
も
補
任
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。次
い
で
C
に
対
応
す
る
十
二

月
十
三
日
の
除
目
で
は
、玄
蕃
允
に
平
知
頼
が
補
任
さ
れ
て
い
る（
八
条
院
御
給
）。
そ

し
て
D
の
結
果
と
思
わ
れ
る
十
六
日
の
下
名
で
は
、
康
家
が
主
殿
允
に
補
任
さ
れ
、

掃
部
允
に
も
平
友
貞
が
補
任
さ
れ
て
い
る⑳
。

大
外
記
で
あ
っ
た
清
原
頼
業
は
、
十
月
の
除
目
で
男
康
家
を
図
書
允
・
玄
蕃
允
・

主
殿
允
の
い
ず
れ
か
に
補
任
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
辞
官
申
任
を
求
め
た
が
、
実
現

し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
十
二
月
に
は
実
現
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
た
掃
部
允
も
候

補
に
加
え
て
申
請
し
た
が
、
八
条
院
御
給
が
優
先
さ
れ
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
後
、
掃
部
允
・
主
殿
允
に
は
ま
だ
欠
員
の
あ
る
こ
と
が
知
れ
、
下
名
で

の
補
任
を
求
め
、
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
除
目
の
事
務
に
関
わ
る
外
記
で
あ
る
こ

と
が
、
こ
の
よ
う
な
素
早
い
対
応
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
辞
官
申
任
に
は
、
欠
員
の
有
無
や
他
の
任
官
希
望
者
と
の
競
合
な
ど

様
々
な
要
素
が
影
響
し
た
。
そ
の
た
め
、
希
望
す
る
官
職
に
も
巾
を
も
た
せ
て
申
請

し
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
官
職
を
譲
与
す
る
所
帯
職
譲
と
の
違
い
は
、明
白
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

最
後
に
、
所
帯
職
譲
が
広
が
っ
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
、
結
び
に
代
え
た
い
。

所
帯
職
譲
は
「
無
便
事
」
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
「
非
理
」
を
招
く
も
の
で
も
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
十
一
世
紀

半
ば
以
降
に
は
、
急
速
に
広
ま
っ
て
い
る
。

基
本
的
に
は
、
酒
井
宏
治
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
済
的
不
利
益
の
減
退
と

「
家
」
の
継
承
・
存
続
を
願
う
貴
族
の
意
向
と
い
う
指
摘
が
的
確
で
あ
ろ
う㉑
。
辞
官
申

任
の
場
合
は
、
兼
帯
す
る
官
職
を
辞
し
、
子
弟
を
昇
進
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
兼
官

だ
け
を
辞
す
の
で
、
本
官
は
残
し
た
ま
ま
の
こ
と
も
多
い
。
と
こ
ろ
が
所
帯
職
譲
の

場
合
、
譲
っ
て
い
る
の
は
多
く
が
本
官
で
あ
り
、
譲
っ
た
後
は
引
退
す
る
よ
う
な
高

齢
の
こ
と
も
多
い
。
死
亡
・
出
家
の
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。
自
ら
が
死
亡
・
出
家
す
る
前
に
、
子
弟
へ
地
位
を
引
き
継
ぎ
た
い
と
い
う
願
い

が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
実
際
、
そ
の
申
文
に
は
「
身
行
青
衫
首
梳
白

髪
、
従
事
之
間
進
退
惟
谷
、
唯
以
二
所
帯
譲
レ
子
之
恩
一
、
将
レ
補
二
多
年
奉
公
之
節
一
者

也
」㉒

と
い
う
よ
う
な
文
言
が
多
く
見
え
る
。
家
格
成
立
に
よ
り
、
下
級
官
人
の
多
く

は
、
何
十
年
勤
め
て
も
昇
進
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
所
帯
職
譲
は
、
そ
の
よ
う

な
人
々
へ
の
対
処
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

所
帯
職
譲
は
本
来
、
そ
の
よ
う
な
願
い
を
王
権
が
特
別
に
許
す
も
の
で
あ
り
、
永

宣
旨
に
よ
っ
て
特
定
ポ
ス
ト
へ
の
常
任
権
を
得
る
こ
と
が
最
大
の
厚
恩
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
だ
が
十
二
世
紀
半
ば
に
は
、
譲
与
に
奏
聞
を
要
し
な
い
例
が
あ
ら
わ
れ
る
。

事
例
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
原
則
と
し
て
所
帯
主
（
譲
り
主
）
の
意
思
が
優
先
さ

れ
、
朝
廷
に
よ
る
補
任
は
、
そ
の
追
認
・
保
証
へ
と
役
割
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
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る
。
も
ち
ろ
ん
、
院
政
は
、
王
家
・
公
卿
・
官
人
ら
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
く
こ

と
で
、
権
力
と
し
て
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら㉓
、
そ
の
意
向
に
反
し
た
譲
与
は
、

で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
何
度
も
申
請
し
て
い
る
例
の
中
に
は
、
王
権
側
の
意

向
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
十
一
世
紀
半
ば
以
降
、
家
格
の
形
成
や
家
父
長
権
の
確
立
と
い
っ
た
社
会
状

況
の
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
所
帯
職
譲
の
広
が
り
は
、
そ
れ
ら
と
連
動
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
所
帯
職
譲
で
は
、譲
り
主
は
家
父
長
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

「
家
」
の
継
承
を
目
指
し
て
所
帯
職
譲
を
行
う
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
所
帯
職
譲
の
広
が
り
は
、
院
政
と
も
適
合
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

父
院
に
よ
る
院
政
は
、
家
父
長
権
の
確
立
を
大
前
提
に
置
い
て
お
り
、
直
系
相
続
を

志
向
し
て
い
る
。
こ
れ
は
所
帯
職
譲
で
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
所
帯
職
譲
は
、
院

政
と
地
盤
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
共
通
項
を
有
す
る

か
ら
こ
そ
、
院
政
下
に
お
い
て
所
帯
職
譲
は
広
が
り
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

注①　
酒
井
宏
治
「
辞
官
申
任
の
成
立
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の

史
的
特
質
古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）。

②　

叙
位
に
際
し
て
も
、所
帯
職
譲
と
同
じ
様
に
所
帯
位
階
を
辞
退
し
て
親
族
の
加
階
を

願
う
こ
と
が
あ
り
、佐
古
愛
己
氏
に
よ
っ
て
「
所
帯
位
階
辞
退
型
譲
与
」
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
。
佐
古
愛
己
『
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
二

年
）
一
七
五
頁
。

③　

細
井
浩
志
「
古
代
・
中
世
に
お
け
る
技
能
の
継
承
に
つ
い
て
」（『
九
州
史
学
』

一
〇
四
、
一
九
九
二
年
）。

④　

元
慶
三
年
（
八
七
九
）
二
月
一
日
付
「
文
章
博
士
都
良
香
申
文
（
請
以
所
帯
内
記
職

譲
与
諸
才
者
状
）」（「
都
氏
文
集
」）
で
は
、都
良
香
が
大
内
記
の
譲
与
を
願
い
で
て
い

る
。

⑤　

子
か
ら
父
へ
の
例
は
確
認
で
き
る
（
表
1
）。
父
か
ら
子
へ
の
譲
与
は
、
郡
司
に
お

い
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
と
り
た
て
て
記
録
さ
れ
に
く
い
の
だ
ろ
う
。

⑥　
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
七
（
諸
国
郡
司
）
所
収
の
各
国
解
・
宣
旨
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦　

八
木
充
「
律
令
官
人
制
論
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史　

第
4
巻
古
代
3
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
）。

⑧　
『
貞
信
公
記
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
二
月
三
日
条
な
ど
。

⑨　

年
月
日
未
詳
「
磯
部
信
貞
申
状
写
」（
榎
原
雅
治
「
本
所
所
蔵
『
文
殿
訴
訟
関
係
文

書
写
』」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
七
、
一
九
九
七
年
）。

⑩　

た
と
え
ば
磯
部
氏
の
場
合
、讃
岐
国
役
道
郡
の
少
領
と
し
て
磯
部
直
万
徳
の
名
が
見

え
る
ほ
か
、伊
勢
国
多
気
郡
の
有
力
者
で
も
あ
っ
た
。
竹
内
理
三
ほ
か
編
『
日
本
古
代

人
名
辞
典
』
1
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

元
来
、
都
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

⑪　

酒
井
宏
治
「
辞
官
申
任
の
成
立
」（
前
掲
）。

⑫　

源
雅
実
を
優
遇
す
る
背
景
に
は
、
白
河
院
・
堀
河
天
皇
と
輔
仁
親
王
派
と
の
対
立
も

関
係
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

⑬　

佐
古
愛
己
「
中
世
公
家
社
会
に
お
け
る
叙
位
の
一
考
察
―
尻
付
の
「
臨
時
」
を
素
材

と
し
て
―
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』
前
掲
、）
に
よ
る
と
、
特
別
な
天
恩

に
よ
っ
て
授
位
さ
れ
る
場
合
の
理
由
と
し
て
「
臨
時
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
任
官

に
際
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

⑭　

玉
井
力
「『
院
政
』
支
配
と
貴
族
官
人
層
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
八
七
年
）。

⑮　

小
槻
祐
俊
・
清
原
定
俊
は
、
摂
関
家
の
家
司
と
な
っ
て
い
る
。
玉
井
力
「『
院
政
』

支
配
と
貴
族
官
人
層
」（
前
掲
）、
拙
著
『
古
代
中
世
の
文
書
管
理
と
官
人
』（
八
木
書

店
、
二
〇
一
六
年
）
三
五
五
・
三
九
一
頁
参
照
。
紀
宗
政
は
、
近
親
者
に
摂
関
家
の
家

人
が
多
く
見
い
だ
せ
る
（『
尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
二
一
三
頁
）。

⑯　

当
時
は
、
近
衛
天
皇
（
摂
政
藤
原
忠
通
）
で
、
宣
じ
て
い
る
内
大
臣
は
藤
原
頼
長
だ

が
、
忠
通
・
頼
長
の
対
立
は
、
ま
だ
表
面
化
は
し
て
い
な
い
。

⑰　

こ
の
点
は
、
功
・
労
・
賞
等
の
譲
も
同
じ
で
あ
り
、
一
度
の
除
目
で
多
く
の
「
○
○

賞
譲
」
等
が
並
ぶ
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

⑱　

A
・
B
は
、
い
ず
れ
も
「『
兵
範
記
』
紙
背
文
書
」。
保
元
元
年
十
一
月
廿
四
日
付

「
丹
波
重
基
申
文
」（
吉
田
早
苗
「
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
兵
範
記
』
紙
背
文
書

に
み
ら
れ
る
申
文
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
一
四
、
一
九
八
〇
年
）、
仁
安
二
年

十
月
十
九
日
付
「
清
原
頼
業
申
文
」（
吉
田
早
苗
「『
兵
範
記
』
紙
背
文
書
に
み
え
る
官



六
五

11
・
12
世
紀
に
お
け
る
所
帯
職
譲
の
広
が
り
と
王
権
・
院
政

567

職
申
文
（
上
）」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
三
、
一
九
八
九
年
）。

⑲　

C
・
D
は
、
い
ず
れ
も
「『
兵
範
記
』
紙
背
文
書
」。
仁
安
二
年
十
二
月
十
日
付
「
清

原
頼
業
申
文
」、仁
安
二
年
十
二
月
十
三
日
付
「
清
原
頼
業
申
文
」（
い
ず
れ
も
吉
田
早

苗
「『
兵
範
記
』
紙
背
文
書
に
み
え
る
官
職
申
文
（
上
）」
前
掲
）。

⑳　
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
十
月
廿
日
条
、
十
二
月
十
三
・
十
六
日
条
。

㉑　

酒
井
宏
治
「
辞
官
申
任
の
成
立
」（
前
掲
）。

㉒　

応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
正
月
三
日
付
「
少
監
物
小
野
政
資
申
文
」（『
魚
魯
愚
鈔
』

巻
第
八
）。

㉓　

美
川
圭
『
院
政
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

付
記　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
所
帯
職
譲
は
、一
九
九
三
年
度
に
小
生
が
提
出
し
た
卒
業
論

文
に
お
い
て
、少
し
だ
け
言
及
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
口
頭
試
問
で
副
査
を
つ

と
め
て
い
た
だ
い
た
の
が
美
川
先
生
で
し
た
。
卒
論
の
中
で
、通
説
と
は
異
な
る
見
解

を
遠
慮
が
ち
に
注
と
し
て
記
し
た
と
こ
ろ
、こ
う
い
う
こ
と
こ
そ
本
文
に
し
っ
か
り
書

き
な
さ
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
、
丁
寧
か
つ
厳
し
い
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
以
来
、
折
に
触
れ
お
世
話
い
た
だ
き
、
ま
た
ご
教
示
を

賜
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
本
学
授
業
担
当
講
師
・
京
都
市
歴
史
資
料
館
館
員
）


